
様式第十一号（第十条の十関係）        
                                                      

産業廃棄物処理業   届出書 
                                                      
                                                                    令和  年  月  日 
 
  岩手県知事       様 
 
                                           届出者 
                                             〒１２３－４５６７ 
                                             住 所 岩手県盛岡市内丸１１番地１ 
                                             氏 名 岩手県株式会社 

代表取締役 岩手 一郎  
                                             （法人にあっては、名称及び代表者の氏名） 
                                             電話番号   １２－３４５６－７８９０ 

ＦＡＸ番号  １２－３４５６－０９８７ 
上記代理人 岩手行政書士事務所 

                       行政書士 岩手 太郎                 印 

                       住 所 岩手県盛岡市内丸１１番１ 
                       電話番号   １１－２２２２－３３３３ 

                       ＦＡＸ番号  １１－２２２２－３３３４ 

     年  月  日付け第          号で許可を受けた産業廃棄物処理業に係る以下の 

事項について   したので、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第１４条の２第３項において準用する 

同法第７条の２第３項の規定により、関係書類等を添えて届け出ます。 

 
新 

旧 

  廃止した事業又は変更

した事項の内容（規則第１

０条の１０第１項第２号

に掲げる事項を除く。） 

本店所在地及び事務所の変更 
岩手県盛岡市内丸１１番地１ 
（岩手県盛岡市盛岡町４３２１番６５、

８７番９０） 
 

本店所在地及び事務所の変更 
岩手県盛岡市内丸１０番地１ 
（岩手県盛岡市盛岡町１２３４番５６、７

８番９０） 
 

変更した事項の内容（規則第１０条の１０第１項第２号に掲げる事項）                      

（変更内容が法人に係るものである場合）※法定代理人、株主及び出資をしている者の変更 

名 称
（ふりがな）

 住    所 

  

（変更内容が個人に係るものである場合）※法定代理人、役員（法定代理人が法人である場合の当該法人

の役員を含む）、株主、出資をしている者及び使用人の変更） 

名 称
（ふりがな）

 
生 年 月 日 本 籍 

役職名・呼称 住    所 
   

  

   

  
 

 廃止又は変更の 
 理由 

業務都合により、本店所在地及び事務所を移転したため。 

 備考                  
  １ この届出書は、廃止又は変更の日から１０日以内に提出すること。 
 ２ 各欄にその記載事項のすべてを記載することができないときは、同欄に「別紙のとおり」と記載 
  し、この様式の例により作成した書面を添付すること。                      

                                                                   （日本産業規格 Ａ列４番） 

廃止

変更 

該当しない一方を二重線で

見え消ししてください。 

産業廃棄物収集運搬業・処分業許可証に記載され

ている、許可の年月日を記入してください。 

法人の場合は、法人登記事項証明書のとお

り記入してください。 
個人の場合は住民票どおりに記入してくだ

さい。 
※個人の場合で屋号の使用を希望する方は

括弧書きで記載してください。 
例：岩手 一郎（屋号：岩手一郎商店） 

『住居表示』で記載。地番が異

なる場合は下に( )書きして

ください。 

「地割」、「番地」、「号」等は省

略しないでください。 

本店と事務所が同じ場所の場

合は、併せて事務所の変更届

け出が必要です。 

廃止 
変更 

行政書士等が作成する際、記名・職

印が必要。また、委任状（申請者の

押印必要）を添付してください。 



 

新旧対照表 

本店所在地 

新 旧 

岩手県盛岡市内丸１１番地１ 岩手県盛岡市内丸１０番地１ 

事務所 

新 旧 

岩手県盛岡市内丸１１番地１ 
（岩手県盛岡市盛岡町４３２１番６５、

８７番９０） 

岩手県盛岡市内丸１０番地１ 
（岩手県盛岡市盛岡町１２３４番５６、

７８番９０） 
  

  

事業場 

新 旧 

  

  

  

  

 
事務所の所在地は住居表示で記載してください。住所表記と地番が異なる場合には住所表記の下に地番を

（ ）書きしてください。 
事業場の所在地は地番表記で記載してください。 
 


